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○第１条関係 

 青森市職員の給与に関する条例（平成十七年条例第五十三号）新旧対照表  

・令和６年度に係る改正 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第二十七条 （略） 第二十七条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給

する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給す

る場合には百分の百二十七・五を乗じて得た額に、

基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十

二・五                    

              を乗じて得た額に、

基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

一～四 （略） 一～四 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十二・五」

とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百

二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と

する。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十二・五」

とあるのは「百分の六十八・七五        

                     」と

する。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第三十条 （略） 第三十条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に、六月に支給する場合には

百分の九十七・五、十二月に支給する場合には百

分の百七・五を乗じて得た額の総額 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に百分の九十七・五    

                      

      を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に、六月に支給する場合には百分の四十六・

二五、十二月に支給する場合には百分の五十三・

七五を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に百分の四十六・二五          

                      

  を乗じて得た額の総額 

（寒冷地手当） （寒冷地手当） 

第三十一条 （略） 第三十一条 （略） 

２ 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日

における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である

職員のうち、扶養親族（第十一条に規定する扶養親

族をいう。以下この条において同じ。）のある職員

（寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第

十七条第一項の規定による単身赴任手当を支給され

るもの（規則で定めるものに限る。）及びこれに準

ずるものとして市長が定めるものを除く。）にあっ

ては一万九千八百円、その他の世帯主である職員に

あっては一万千四百円とし、その他の職員にあって

は八千二百円  とする。 

２ 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日

における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である

職員のうち、扶養親族（第十一条に規定する扶養親

族をいう。以下この条において同じ。）のある職員

（寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第

十七条第一項の規定による単身赴任手当を支給され

るもの（規則で定めるものに限る。）及びこれに準

ずるものとして市長が定めるものを除く。）にあっ

ては一万七千八百円、その他の世帯主である職員に

あっては一万二百円 とし、その他の職員にあって

は七千三百六十円とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第一（行政職給料表）・・・・・・全改 別表第一（行政職給料表） 
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改正後 改正前 

別表第二（公安職給料表）・・・・・・全改 別表第二（公安職給料表） 

別表第三（教育行政職給料表）・・・・全改 別表第三（教育行政職給料表） 

別表第四（医療職給料表）・・・・・・全改 別表第四（医療職給料表） 

（略） （略） 
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○第２条関係 

青森市職員の給与に関する条例（平成十七年条例第五十三号）新旧対照表 

・令和７年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第二十七条 （略） 第二十七条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十

五                      

              を乗じて得た額に、

基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給

する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給す

る場合には百分の百二十七・五を乗じて得た額に、

基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

一～四 （略） 一～四 （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十五  」

とあるのは「百分の七十            

                     」と

する。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「百分の百二十二・五」

とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百

二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と

する。 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第三十条 （略） 第三十条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に百分の百二・五     

                      

      を乗じて得た額の総額 

一 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在。次項において同じ。）において受けるべき扶

養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額を加算した額に、六月に支給する場合には

百分の九十七・五、十二月に支給する場合には百

分の百七・五を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に百分の五十              

                      

  を乗じて得た額の総額 

二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に、六月に支給する場合には百分の四十六・

二五、十二月に支給する場合には百分の五十三・

七五を乗じて得た額の総額 
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○第３条関係 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十号）新旧対照表 

・令和６年度に係る改正 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「第一号任期付研究員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

第五条 第三条第一号の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「第一号任期付研究員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ４１４，０００

２ ４７５，０００

３ ５３８，０００

４ ６２１，０００

５ ７２２，０００

６ ８２４，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ４０２，０００

２ ４６１，０００

３ ５２２，０００

４ ６０３，０００

５ ７０１，０００

６ ８００，０００

２ 第三条第二号の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「第二号任期付研究員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

２ 第三条第二号の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「第二号任期付研究員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ３４６，０００

２ ３８２，０００

３ ４１０，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ３３６，０００

２ ３７１，０００

３ ３９８，０００
 

３～８ （略） ３～８ （略） 

（給与条例等の適用除外等） （給与条例等の適用除外等） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十二・五」と

あるのは「百分の百六十五」と、「百分の百二十

七・五」とあるのは「百分の百八十」とする。 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十二・五」と

あるのは「百分の百六十五           

                」とする。 
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○第４条関係 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十号）新旧対照表 

・令和７年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（給与条例等の適用除外等） （給与条例等の適用除外等） 

第六条 （略） 第六条 （略） 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十五  」と

あるのは「百分の百七十二・五         

                 」とする。 

２ 第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対

する給与条例第二条、第二十四条第一項及び第二十

七条第二項の規定の適用については、給与条例第二

条中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、一般職の

任期付研究員の採用等に関する条例（平成十七年青

森市条例第四十号。以下「任期付研究員条例」とい

う。）第五条第七項に規定する任期付研究員業績手

当」と、給与条例第二十四条第一項中「にある職

員」とあるのは「にある職員（任期付研究員条例第

三条第一号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第二十六条において同じ。）」と、給与

条例第二十七条第二項中「百分の百二十二・五」と

あるのは「百分の百六十五」と、「百分の百二十

七・五」とあるのは「百分の百八十」とする。 
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○第５条関係 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十七年条例第四十一号）新旧対照表 

・令和６年度に係る改正 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「特定任期付職員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

第四条 第二条第一項の規定により任期を定めて採用

された職員（以下「特定任期付職員」という。）に

は、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円

１ ３９２，０００

２ ４４０，０００

３ ４９２，０００

４ ５５５，０００

５ ６３４，０００

６ ７４０，０００

７ ８６４，０００
 

号給 給料月額 

 円

１ ３８０，０００

２ ４２７，０００

３ ４７７，０００

４ ５３９，０００

５ ６１５，０００

６ ７１８，０００

７ ８３９，０００
 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第五条 （略） 第五条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五」

と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百

八十」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第二条、第二十

四条第一項及び第二十七条第二項の規定の適用につ

いては、給与条例第二条中「勤勉手当」とあるのは

「勤勉手当、一般職の任期付職員の採用等に関する

条例（平成十七年青森市条例第四十一号。以下「任

期付職員条例」という。）第四条第五項に規定する

特定任期付職員業績手当」と、給与条例第二十四条

第一項中「にある職員」とあるのは「にある職員

（任期付職員条例第二条第一項の規定により任期を

定めて採用された職員を含む。第二十六条において

同じ。）」と、給与条例第二十七条第二項中「百分

の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五  

                       

  」とする。 
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○第６条関係 

青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年条例第四十九号）新旧対照表 

・令和６年度に係る改正 

改正後 改正前 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十二・

五」とあるのは「百分の百六十五」と、「百分の百

二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十二・ 

五」とあるのは「百分の百六十五        

                    」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

（議会議員の期末手当の支給） （議会議員の期末手当の支給） 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十二・五」とあるの

は「百分の百六十五」と、「百分の百二十七・五」

とあるのは「百分の百七十五」とする。ただし、一

般職給与条例第二十七条第五項において規則で定め

ることとされている事項については、市長が別に定

める。 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十二・五」とあるの

は「百分の百六十五              

             」とする。ただし、一

般職給与条例第二十七条第五項において規則で定め

ることとされている事項については、市長が別に定

める。 

  

 

  



議案第 170 号関係資料 2 

令 和 6 年 12 月 12 日 

総務企画常任委員会資料 

総 務 部 

8/9 

○第７条関係 

青森市特別職の職員の給与に関する条例（平成十七年条例第四十九号）新旧対照表 

・令和７年度以降に係る改正 

改正後 改正前 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

（市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支

給） 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十五  

 」とあるのは「百分の百七十         

                   」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

第四条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当

の支給については、青森市職員の給与に関する条例

（平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職

給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下

「一般職の職員」という。）の例による。この場合

において、その例によるものとされる一般職給与条

例第二十七条第二項において「百分の百二十二・

五」とあるのは「百分の百六十五」と、「百分の百

二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」とす

る。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項にお

いて規則で定めることとされている事項について

は、市長が別に定める。 

（議会議員の期末手当の支給） （議会議員の期末手当の支給） 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十五  」とあるの

は「百分の百七十               

             」とする。ただし、一

般職給与条例第二十七条第五項において規則で定め

ることとされている事項については、市長が別に定

める。 

第七条 議会議員の受ける期末手当の支給について

は、一般職の職員の例による。この場合において、

その例によるものとされる一般職給与条例第二十七

条第二項において「百分の百二十二・五」とあるの

は「百分の百六十五」と、「百分の百二十七・五」

とあるのは「百分の百七十五」とする。ただし、一

般職給与条例第二十七条第五項において規則で定め

ることとされている事項については、市長が別に定

める。 
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○第８条関係 

青森市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成十七年条例第五十四号）新旧対照表 

改正後 改正前 

（診療手当） （診療手当） 

第四条 診療手当は、病院及び保健所に勤務する医師及

び歯科医師に支給する。 

第四条 診療手当は、病院及び保健所に勤務する医師及

び歯科医師に支給する。 

２ （略） ２ （略） 

一 給料月額の百分の六十に相当する額の範囲内で

市長が定める額                 

       

一 給料月額の百分の六十に相当する額（保健所に勤

務するものにあっては、給料月額の百分の三十に相

当する額） 

二・三 （略） 二・三 （略） 

  

 

 


